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1. 問題の所在

港湾が相互に近接して競合する状態にある時，港湾は競争条件下に置かれ

ているという。乙の競争条件は， 2つ以上の港湾自体が有する条件と，利用

者側の有する条件lζ支配されるとRolfStuchteyはいう。（ I)

Stuchtey博士によれば，第 ］の条件は海港の海事上並びに運営上の条件

であり （彼はサービス競争という。）港湾への出入に際しての海事上の便益

の質，船舶の手早い捌き，それは船会社側でも望んでいる量的質的な需要に

答えるものである。第2の条件は，港湾費用，入港や荷役lζ伴う費用条件で

ある（乙れは価格競争という）。時には内陸輸送費用も問題となる。第3に

は荷主側の条件，荷送人または荷受人の目的や選択に委ねられる要素である。

取引上の貨物（商品）の引渡し条件の定め方が輸送費用とノレートを支配する

からである。

乙の関係は，圏内港湾ばかりでなく，同じヒンターランドを持ち，港湾同

士も内陸輸送網で連絡されている場合にも起乙るし，またhubcenter portと

feeder portのように，内陸輸送網で相互に連絡していないような場合κも

起るのである。Jean-GeorgesBaudelaireは，仕向国内の港湾の混雑lζ伴っ

て促進された新しい内陸ノレートや安定しているラン ドブリッジJレートを介し
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ての国際的な港湾聞の競争にも注目すべきであるといっている（2）。

港湾の競争条件は，概括すると Stuchteyの3条件K絞られ，サービス条

件，費用条件，商取引条件と類別されるようであるが，それらの条件を構成

する要素，それら諸条件の相互関連など‘の分析については，かならずしも明

解ではない。

サービス条件を椛成する海事上並びiζ運営上の質を考えてみればわかるよ

うに，自然の環境，立地，港湾施設，運営技術，運営組織などが係ってくる

のである。経済学的範鴎では，土地，資本lζ大別される。運営技術，組織は

本来労働の熟練度と教育lζ裏づけられており，またそれを維持発展させる人

間の意志と共lζ教育，訓練，労働力保持に投じられた費用が随伴している点

を見落してはならないであろう。乙うして主に船舶運航に対応する条件は，

土地と資本，その資本の部分もハード面とソフト面との投資がある乙とlζ注

目しておきたい。

第2の費用条件は，利用者にとっては港湾の提供するサービス（用役）の

価格を意味している。港湾は土地を基盤にしており，土地は移動できるもの

ではなく，したがってその土地の上で展開されるサービスは，その限りでは

独占状態lとある。サービスの種穎は多様であり，同種のサービスlζ複数の企

業が関与して，そのサービスに関しては競争関係が生じるであろうが，港湾

全体としては，その港湾内におけるサービスの価格は平均的価格に落着かざ

るをえない。港湾内が市場として自由競争的か，寡占的かによってサービス

価格にある程度の高低の差を生むであろうが，港湾内では価格の均衡点が存

在するといえるであろう。形式的にはタリフとして公示されている表定価格

の存在がそれである。しかも乙のタリフはサービス提供者側の政策的意図が

含まれている。したがって費用（価格）条件は，その構成要素とはいかなる

ものから成立しているのであろうか。乙れが基本問題である。

第3の条件の商取引条件であるが，荷主側の港湾の選択基準そのものを表

わすといえるであろう。とすると，その選択基準は港湾側の事情によるもの

と，荷主側の純粋な事情によるものとに分けられる乙とは，すでに検証されて

いる（3）。港湾側の事情lとよるものとは，①寄港頻度が少ない，配船されてい
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ないなどの配船事情。②港湾独自の慣熟性，いわゆる貨物や船舶取扱いのノ

ウハウの蓄積や設備の充実があるかどうかなどである。 「慣熟性Jはある意

味では時聞が函数であり，港湾を支える人間集団を港湾社会というならば，

その港湾社会を貫く意志とか意欲とかが育むものである。そして先にも述べ

たように， 具体的にはソフト面への投資として裏付けのあるものである。

と取敢えず述べ，後iζ再論する乙とにしよう。配船事情lζついては，貨物量と

配船量とは相関性をもち，相互規定的な関係である。港lζ貨物が集まれば．

船は来るのであり，船を呼べば，貨物は来るのである 0 • 

港湾の貨物や船舶の取扱量は，その港の置かれた位置や機能により分担が

行われる。競争が真に展開するのは，相手は限られており，その意味では一

方で、優しい独占’（benevolentmonopoly）が存在するが，限られた港湾，

自らが独占性をもっ港湾同士の問題だとするA.H.J. Bownのような考え

方もある（4,）。

乙乙での問題点は，どのような港湾聞の競争であるか，いかなる貨物，貿

易取引，海運利用などの特定分野をめぐる港湾問の競争であるのかは捨象し

港湾聞に以上のような競争が存在している場合の，競争の経済原理を考察す

る乙とに向けられている。

2. 港湾をめぐる土地所有と投資

「港湾政治経済学の理論体系」で和泉雄三氏が提起した問題は，港湾の基

盤を成す土地（水域を含む。以下同じ）の所有関係とその効果に考察の自を

聞くべきであるという点である。

それはなぜかというと，土地所有lζ対応した経済効果として，地代が発生

し，地代は生産過程で得られた剰余価値について，貸付資本における利子が

貸付資本家に配分されるように，土地所有に基づく対価として土地所有者は

配当を受けるべきであり，その部分が国有となっているが故に乙の関係が無

視されている。港湾の土地所有を手掛りに，港湾の費用負担の問題や独占資

本lζ向けての超過利潤を港湾自身も保証すると乙ろの過剰な価値移転が行わ

れているのではないかという推論的な問題提起なのである。
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港湾が利用者の運輸資本 海運資本と港運資本を具体的に考えようーと，

荷主一企業の規模の大小ではなくて，港湾を通過する貨物の品目で彼らを代

表させよう。そうすれば，その貨物の製造元の企業群や取引の企業別の規模

が見えてくるーに利用を委ねる時，港湾費用を負担してもらっている。名目

は使用料であったり，運賃料金であったりする。乙れらは先にも述べたよう

に概ね表定価格である。

港湾を大きく生産手段と捉え，運輸用役生産の場として公開されている場

とした場合，生産手段としては通路（土地）であり，通路に付加された資本

すなわち防波堤，港域内航路．埠頭，上屋倉庫，荷役機器などの役割を受けも

つ施設等の他に動力源がある。さらに補助的な輸送手段としての小型船舶．臨

海鉄道や自動車などの内陸接続輸送手段や小型荷役機械の4種iζ類別できる己

土地は自然物であり，人聞が生み出した労働生産物ではないということが

第1の特徴である。第2の特徴は，土地は移転できないという ζとである。

山を崩して平地にしたり，水面lζ土を埋め立てて陸地としたりする乙とはで

きる。しかしそれらは土地そのものの利用形態を変えるため，人聞が労働を

投入し，土地に資本を投じたのであって，土地の形態が変わり，利用効果は

変わってはいても，土地そのものが動いたわけではない。土地造成とか水面

埋立とかいうが，土地の形質の変更である。

乙の意味からすれは、，土地は労働生産物ではない乙とと，土地に労働が投

入された乙ととは区別されなければならない。土地は労働生産物でないので

あるから，本来的には価値や価格をもたないとするのが労働価値説の基本的

考え方である。「もたないJというより，「関係がない」としてもよい。

土地が私的所有制を前提とする資本主義経済体制下では，土地所有の効果

は， 「ある人びとがいっさいの他人を排除して，地球の一定の部分を彼らの

個人的意志の専有領域として支配するという独占」（5）である。しかしその

効果が経済的にいかに実現されるかが問題なのでtある。

土地は自然物であり，所在場所は唯一である，という特徴から，その土質

の豊能度や位置，産出する鉱物，棲息する動植物などが異なる。土地所有者

にとっては，乙の所有する土地によって，超過利潤としての地代をもたらす。
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というのは，その土地の利用によって行われる商品生産が，他の土地を利期

して行われる商品生産よりも，より多くの利潤をもたらすならば，すなわち

生産のための投下資本プラス平均利潤としての生産価格を超えて，市場にお

いて生産価格以上の価値を実現するならば，市場価格と生産価格との差額分

だけ，その土地の利用によって，商品生産に当たった産業資本家は超過利潤

を手にした乙とになり，土地所有者はその超過利潤を土地の賃貸料としての

地代として要求するのである。乙の土地の性格の相違は，それぞれ相異なる

土地の所有者に対しては，土地の優劣IL応じた差額地代をもたらす。その理

由は，市場において実現できる超過利潤にそれぞれ差異があるからである。

しかも未利用地も利用が開始されるや否や，土地所有lζ基づく絶対地代を生

む。土地の所有者と産業資本家が分離していない段階では，乙の関係が明白

ではないが，他人の土地を利用しようとする際，土地の利用を土地所有者が

無償で認めるとすれば，所有の目的がなくなるからである。したがって土地

所有が要求する地代には2種類あり，所有そのものに立脚し，限界地で典型

的Kあらわとなる絶対地代と自然、物の土地の性格の差lζ基づく差額地代Iと

が，同時に登場し，土地所有者は両者を同時に収受するのである。

港湾における土地は，農業生産や採鉱，漁労が目的の利用ではない。輸送

のための通路であり，都市整備の拠点であり， リクリェーションや工業生産

の場である。そうなると，土地の性格の中では，位置と海事上の便利さなど

の要素が重視される。位置は通過する貨物の生産と消費の場にどれ程近接し

ているかに係わる。原料輸入の例では，生産加工地域lζ直接持込むのが最も

物流費用が低廉となる。消費財の移入であれば，大消費地域で陸揚げするの

が，同様lζ最もコストは低くなる。ただしいずれも船舶の入港が容易である

という場合に限られる。

しかももう一つ重要な要素が土地には加わる。農業では土地改良という資

本を投下して土質や形状を改善する形をとるが，港湾の土地利用は， 2つの

投資方法により改善する乙とができる。 1つは船舶の入出港や荷役lζ便宜と

スピードをもたらすような，またその他の利用目的に沿った設備の充実のた

めの投資という問題と， 2つには労働力に対する投資である。後者はなぜか
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というと，運営技術とか，荷役とか，通関とかその他港湾の諸機能を高め維

持してし、く人間の育成，港湾の社会的要因への投資の問題である。後者の問

題は，乙れまでは歴史的な要因，自然、のままlζ集積された諸資本の活動の結

果として受止められてきているが，港湾の「慣熟性」あるいは正当にいい換

えるなら， 学習効果と便宜さの度合としての「成熟度」である。乙の経済的

意味は，乙の労働力への投資の乙とをいうのである。

乙の港湾の「成熟度Jの概念は資本lζ関連する重要な契機を含むので，さ

らに詳論するならば，人間的要素，産業資本的要素，社会環境的要素，都市

構造的要素と限りなくi港湾を媒介とする諸政策的投資に近づいていくが，あ

る広がりをもっ投資基礎とする，その港湾社会の有する能力であり，資本lζ

よって育まれた集合体としての力量と表現されるべきものであり，いうまで

もなく，有体的なストックも含むが，むしろ本質は無形のストックの方に重

みがあるものなのである。人間的要素とは，繰り返すようになるが，港湾の

管理運営，荷役，通関，金融，貿易，運輸保管など，流通や流通を補完する

すべての業務分野にわたる人材の結集と彼らの間での伝統的・ 革新的技術，

技能の継承が行われている乙とであり，乙のためには， 公的機関や企業によ

る教育訓練のための投資が行われているのである。産業資本的要素とは，乙

れらの人材を労働力として擁し，企業として立地運宮する私的資本の存在で

ある。社会環境的要素とは，産業資本のような企業形態に至らないまでも，

港湾に集まってくる人びとや企業に対するサービスが娯楽や医療，衛生，給

食などで支えられる文化的な匂いの強い公的・私的資本の活動分野のことで

あり，都市構造的要素とはd港湾を都市たやしめるハード的活動機能を含む

公的あるいは私的資本の蓄積分野である。乙れらの中にはストックであるも

のもあれば，フローとして日々動きまわっている資本もあるが， 「成熟度」

というと一見人間の属性のように思われるが，実は資本の追加的投入による

蓄積状態を表わしているものである。それ故lと乙そ土地とは切り離せない存

在であり，あたかも農業の土地改良と類似のものとなるのである。

土地所有は絶対地代と差額地代を生み，追加投資は差額地代Iとは異なる

差額地代Eを生む要因となるととから，次l乙視点を変えて，港湾の差別へと
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移ろう。

乙れまでに考察した「港湾の成熟度」は追加投資そのものを意味し，乙の

「i港湾の成熟度」はいわば港湾の位置以外の資本iζ根拠を置いた便益性を利

用者l乙与えるものであり，港湾相互の差別を生じさせるものであった。

そればかりではない。地（f；諸費用の形成要素をまとめてみると，土地所有

lζ対応する絶対地代と土地の性格に基づ‘く差額地代 Iのハー ドそのものと．さ

らに「港湾の成熟度JによるI~額地代 H ， 乙れに加えるに，具対的な用役le対

応する白！日が加わる。具体的な用役lと対応する費用には，港湾サービスを商

品とみなした場合の地代を除く生産価格lζ当たるものすべてである。

私的資本が港湾において地代相当の施設使用料，埠頭賃借料を支払って機

能しているとの主張が起乙るであろうが，地代相当であるかどうかは後に述

べるので，省略し，港湾の土地は固有または公有として所有される問題に積

る乙とにする。

通常，日本における港湾は水域の港湾区域，陸域の臨港地区（都市計画法

第2章規定または港湾管理者が認可を受けて定める） ，港湾隣接地域（港湾

区域lζ隣接し港湾管理者が指定）より構成され，管理者の港湾台帳lζ登載さ

れ，区域内での行為は制限されている。港湾の土地には固有 ・管理者有 ・私

有の別がある。臨港地区，隣接地域は港湾の管理運営の必要上定めた地域で

あり，私権の存在する部分がある。

港湾を梢成する主要部分の土地が固有であり公有であるのは（また施設へ

の投資をも含めて），港湾の通路（物流）機能がすべての資本に対して開放

されており，いわゆる公共性が地代の負担を免除させる理由となる。もとも

と資本にとっては，土地の私有制は，超過利潤としての不労所得を強要し，

資本の総体の蓄積テンポを焼制し，土地購入Kよっての生産活動を行わなけ

ればならない場合Kは資本の再生産の能力を小ならしめるというように，資

本の障害物となっている。土地が公有であれば，少なくとも絶対地代は無視

しうるわけである。土地固有論が資本主義経済生成期lと登場しているのは，

動機のいかんにかかわらず，資本の増殖運動の妨げとなっており，土地のみ

を私有財産制の対象からはずす乙とが，自らに超過利潤を一層多く帰属させ
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ることができるからに他ならなかった附ためである。

もう一つ「港湾の成熟度」を意味する港湾資本の集積は，港湾管理者の管思

する空間を越えて，港湾を取りまく都市圏の範囲において行われ，港湾の土

地空間との一体性は必ずしも不即不離というわけではない。しかし港湾lζ連

延し， 機能的には結合しているのであり，港湾の土地空聞に投じられた港湾

施設が土地と結合し，土地lζ固定されるのとは自ら異なるのであるが，港湾

としての立地並びに港湾への投資そのものが誘因となるのである。

以上によって港湾における土地所有．と追加投資による港湾という土地の変

化lζついて考察したのであるが，港湾が提供するサービス（用役）の価格に

どのように反映し，または欠落しているかを次に検討してみようと思う。

港湾サービスという時，その内容はなにかと当然問われるが，港湾におけ

る用役をその多様性を捨象し，貨物が港湾を通過するに要する用役のすべて

を含ませっつ，その通過に要する費用とみなす乙とにし，しかもその通過過

程を分断して考えずに，抽象的な流れ（ Lane）とし，その流れに係わる費

用 （cost）を港湾サービスの価格（ price ）とみなして論じることにする。

3. 競争条件下の港湾サービス価格と特別利潤

海運における運航費に占める港湾費用は，待ち時間の多寡によって割合を

異にする。荷主にとっても，商品の全輸送費用を最小にする関心は極めて大

きいのは当然である。とくに港湾の諸料金の変動が荷主へ転稼される場合，

港湾諸料金の10労の増加は，荷主の全輸送費用lζ2～2.3 ~ぢの増加を促がす

といわれている（ 7 ~ またC I F価格lζ占める港湾諸料金は596以下とみられて

いる（8）。

いま産業資本の運動の表式G-W-P-W’ G’の流通過程W’－G’K

焦点を当ててみよう。逆iζ入口のG-Wでも全く問題は同じであり， 買いか

売りかの違いであり，売りは商品の価値実現であって正に 「命懸けの飛躍」（9)

の時である。しかし売りはまた一方の資本のもしくは最終消費への買いであ

る。港湾を通過する商品は，実際にはG-W,P （生産過程または生産的資

本） . w’－G’のいずれの段階にもある乙とが可能であり，現iζ商品の引渡
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しの目的で，あるいは個別産業資本内の生産段階での製品移動の目的で，港

湾を通り抜けて行く。したがって港湾の機能，そ乙で行われる船積み船卸し

を核とするその前後の用役生産は，一つは商品の位置転換，空間的移動の効

用であり，時には価値保存の効果を発揮するのであるが，もう一つのより本

質的な機能は，資本の回転，資本の自己増殖の運動を速めるという乙とにあ

る。それ放に乙そ待ち時間の発生．商品の滞留は終局には荷主のマイナスと

なって現われるのである。海運資本にとっては．船舶の回転遅れが阻害要因

となる。そ ζで港湾サービス価格は，速度を函数とする乙とになる。

港湾サービス価格を港湾諸費用形成要素からみると，土地の絶対地代部分

差額地代I（位置）部分，差額地代II（改良投資） ，運用一作業費（諸運賃

料金）部分IL.分ける乙とができる。乙れに加え，待ちに係わるCongestion

Levy （混雑課税）やサーチャージは付・加部分といえる。

そして商品の滞留によって生じる利子負担，販売機会の損失など，商品の

価値実現に影響を与える問題も生じる。

供給側の港湾の制約条件は，①資本の部門間移動が，ほとんど行われない

（利潤率に左右されない）， ②輸出できない（圏内の固定資本であるため），

③局地市場と国際市場とが併存する（競争条件では近接国の港湾と同一市場

圏におかれる）， ＠しかも市場競争では不完全である（独占段階の不完全競

争とは別の意味で，公共財としての政策価格の存在，計測の困難な価値尺度

のない効用や外部経済効果，外部不経済効果の存在など）ため，随時，価格

機構が倒Jかないという問題がある。

特iζ政策価格の実状は，実質価格を下まわる「港湾使用料」にあるとされ

るY実質価格は乙れまで不明確であったが，本稿では，地代，投下資本，運
用費用によると規定したので，価格の問瀦がみえてきたといえる。

水域施設，外郭施設のように「それ自体価値をもちながら，実際ILは徴収

の対象とならない」全部未回収分，基本的な固定施設について「その価値の

ある部分を使用料として回収」する部分未回収分があげられているが（11) • 

乙れらはいずれも投下資本についてのみであり，地代を含むものとは理解さ

れていなかった。また運用費用は港湾の管理運営に関連する公務労働（港務
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局ではそれらの従事労働），組織の維持費いわゆる管理費（固定資産も含む）

が無視されてきている。公務労働は一般的には社会的空費とみられるもので

あるが，運輸機能iと係わる管理労働は，それ自体として用役生産の補充労働

であり，港湾労働の事務系現業業務部門と共通性がある。

地代，投下資本の全部または一部，運用費の可変資本部分（労働力費用）

と不変資本部分（管理運営固定資産 ・情報システムなどの維持費など）が，

港湾を通過する商品K，無償で付加されて行く乙とがわかる。乙れと共lζ有

償でも限界費用の差lζ相当するような価値部分も付加される。無償部分と有

償部分の比率額が問題であるが，残念ながら統計的には未整理である。乙の

無償の価値の移転部分を特別利潤（ 12）という。

港湾の競争は，商品の生産と流通が国際規模で行われている現段階で，世

界市場を土台lとして展開する乙とはし、うまでもない。しかし港湾の所在する

諸国家は，各国独自の国民経済の再生産構造をもち，資本制生産様式もあれ

ば，社会主義生産様式も混在し，資本制生産様式下の諸国にあっても，各国

特有の資本制再生産構造をもって，対峠しているのである。各国独特の労働

生産力，労働強度，労働時間，生活水準（労働分配率）同じ乙とであるが，

利潤率があり，したがって独特の価値形成を行い，その再生産構造と結びつ

いた国際的商品交換，国際的分業を成り立たせており，それらは相互に依存

し合う関係となっている。国際的商品交換の行われる前提としては，世界市

場における同一価格，国民経済で形成される圏内価格とは異る国際価格．す

なわち国際的価値が存在する乙とである。

国際価値lζ対応するのは，世界的に必要な平均労働時間であり，乙れは各

国の中位の社会的必要労働時間の加重平均値とみなされる（13) 0 各国の国民

経済内の労働過程では， 1労働日当たりの労働強度の差，労働力当たりの労

働生産力の差が存在し，労働強度の差は，高い国ほど価値の生産量が多く ，

低い国ほど価値の生産量は少ない。労働生産力の差は，生産力が高い国では

使用価値の生産量が多くなり，低い国ほど使用価値の生産量は少なくなる。

乙れを港湾部門で考えてみると，労働強度が高い国での用役生産は，労働時

間当たりの価値生産が多い乙と，すなわち作業量が大きい乙とを意味し，労
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仰J密度が濃く荷役の機械化，情報処理のシステム化が高度に進展している状

態を表わす。労働の生産力が高い国での用役生産は，労働力単位当たりの作

業量が大きい乙とを示す。乙れも労働過程における労働配置や組織，技術の

向上社会関係や自然関係を表わし，用役生産における効果は荷役作業量の上

昇，港湾内における船舶や貨物の移動の早期化を促がす。

港湾における用役生産は，国際的な競争においては国際的な商品とみなさ

れるが， 実際には即時財であり，輸出されるような自立性はなく，その国の

その場所lとおいてのみ存在する不変資本と可変資本の組み合わせと労働の質

を伴うものであるが故lζ，国際価値による平準化としてではなく国際的な格

差そのものとして現われ，港湾の利用者にとっては，特別利潤あるいは特別

の超過利潤をもたらす源となる。

乙の事情を述べてみよう。国際的商品交換では，各国の国民経済がもっ独

自の価値規定，その国の資本制生産の発展段階iと照応した労働の強度，労働

の生産力（特定の産業部門または国別資本の担う）によって，社会的，平均

的労働が生じるが，乙の労働の成果である生産物が，ひとたび国際的商品と

して世界市場K投げ込まれると，各国で行われている個別の国民的労働は局

地性・地域性を脱き捨て，世界的労働へ変換され，国際価値への平準化が行

われる。乙の平準化は， 圏内では労働強度の差lとより生産物の価値量lζ差を

生じていたが，生産物はし、かなる労働の強度の差をも示す乙となく登場し，

世界貨幣による価値表示を受ける。圏内の労働の生産力の差も，世界市場へ

送られる生産物にとっては，全く 同じ状態となる。国内では労働の生産力の

上昇は価値をそのままにして使用価値量を，つまり生産物の量を増やしたの

であるが，乙の生産物が世界市場においては，やはり世界貨幣による表示，

国際価格をつけられる。そ して国際的価値の共通基盤に立つ。そ してあらゆ

る国の同一種類同質の商品生産物は，同ーの価値lζ平準化される。乙れが商

品生産者の手を離れた生産物の辿る運命である。と乙ろが港湾のサービス

（用役生産） は，国際的競争をしながらも，独立した生産物でないため，ま

た即時財であるため，平準化されずに，労働強度の差，労働生産力の差をそ

のまま港湾サー ビス価格に反映せざるをえないわけである。



港湾諸費用形成要素と競争条件 111 

乙うして園内で生じた諸費用形成要素による格差をどう国際場裡で乗り切

るかが問題となる。

利用者は港湾サービス価格が総体的lζ低い港湾を選ぶであろう。第 1＇乙全

輸送費用を最小とするために，第2IL資本の回転速度を速めるためlζ待ち時

間や商品の滞留が起乙らないようにするために，第3＇ζ商品の価値保存，価

値実現が確実であるようにするために。そして第4に特別利潤が得られるよ

うIL.。

競争下の港湾サービスが生み出す特別利潤にはどのようなものがあるのか。

乙の問題を乙れまでの論理から導き整理してみよう。

国内の競争においては，港湾が支払いを求める使用料等は．圏内港湾問の

グループによる等差が設けられていても，同規模，同種の港湾の使用料等が

同じであったならば（例えは8大港のタ リフの共通性などを考えて） ， 消費

地または搬入先あるいは生産地または搬出先への港湾の位置，内陸運賃の差

を生む港湾問では，差額地代I部分の特別利潤を利用者にもたらす。同様に

して， ハード部分と「港湾の成熟度」 とみなされる差額地代E部分lζあたる

特別利潤をもたらす。一部は次の第3の範腐として， 一部は金利軽減として。

乙の根拠は，商品代金の回収時間， 滞留による利子負担などのマイナスを港

湾サービス価格の差以上に軽減できる場合lζ発生する。

第3にわが国では共通であるが，港湾の絶対地代並びに投下された資本の

無償の価値移転を表わす差額地代として。

第4Iζ運輸資本並びに荷主資本との関係，運輸資本内の相互の関係によっ

て生じる特別利潤がある。乙の問題は，乙れまで登場していなかったが， 港

湾という場が提起する問題なので，乙こで触れておかざるをえない。荷主で

ある一般産業資本は，海運，陸運の産業部門を担う運輸資本の用役生産を購

入して，商品輸送を行い，匡｜内市場もしくは国際市場lとおいて商品の叛売を

行う。運輸費用や乙れに関連する保管費用は，純粋な流通費と違って，商品

の生産された時の価値のほかに，運輸に伴う労働過程で生じる運輸手段（労

働手段であり，用役の生産手段）と運輸労働（保管についても同様）の不変

資本部分の価値と可変資本の価値の部分とを併せて， その価値の一部を運輸
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客体となった商品iζ加えて移動してし、く。商品の形態変化は起こらない。港

湾での用役生産も全く海運，陸連と変わらない。乙の生産過程で港運資本は

可変資本部分の労働力から剰余価値，すなわち利潤を生み出す。その利潤の

中から貸付資本（金融資本）への利子を払い，施設使用料等を支払う。と乙ろ

が，荷主は運輸資本が競争関係にある乙と，主要な運輸の発生先である乙と，

資本の融資あるいは出資元である乙となど，競争関係や従属関係の立場を利

用して，本来運輸資本の取得すべき剰余価値部分，もっと極端にいえば，運

輸労働が受取るべき価値部分 （賃金l乙相当する） にまでを削りとっていく状

況が生じる。乙れが特別利潤の荷主による奪取である。そして乙のような競

争関係，従属関係は，運輸資本相互の内部関係lとも及ぶ。港湾では運輸の基

幹は海運と港運である。乙うした競争と従属の関係は海運側にか，港運側lと

か，資本蓄積の大きさ，歴史的な資本としての成長発展の違いによって，主

導権が異るが，日本では海運優位で、ある。海運優位によって，海運資本によ

る港連の特別利潤の収奪が行われる。港湾は海運と荷主との運送契約の成立

・終了する場でもあるため，荷主倶ljから運輸資本の一環をなす港運資本iζ対

しでも，荷主の業務を通じて，同様の収奪が行われるのである。

国際的な競争下での港湾における特別利潤はどうなるであろうか。まず各

国の港湾が背後で内陸で、結び合っている場合と，至近の位置にありながら，

内陸では結びついていない場合とに分けて考えておく必要がある。

］）港湾が背後で内陸で結び合っている場合

乙れは内陸輸送が国家の壁をもちながら，商品の移動，輸送機関の連絡が

円滑にできているという乙とが想定されている。乙の限りでは，圏内港湾問

の競争関係とほぼ同様の特別利潤を利用者lともたらすであろう。同規模，同

種の港湾では競争が激しく，港湾サービス価格は， 最も成熟度の高い港湾の

限界費用に落つくであろうから，（乙れは地代を考慮していないのが特徴）

港湾サービス価格の引下げは，それ自体で利用者の特別利潤の源となり，そ

の特別利潤の出所は，それらの港湾の維持lζ当たる国家の，その社会の負担

（税収などの公負担）となる。商品の生産，販売に当たる産業資本は，港湾

サービス価格が下がれば下がるほど，特別利潤を手lとする乙とができる。乙
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の場合の産業資本は当該国の産業資本だけにとどまらない。運輸資本にとっ

ても，本来の利潤部分が削られるような立場に立たされる。乙うして産業資

本は，運輸部門からも特別利潤を引き出すとともに，世界市場（相手国）で

の商品の価値実現（価格形成と販売）に有利となる。

2）港湾の背後が内陸で結ばれていない場合

港湾の市場構造としては，圏内港湾問の競争があったとしても，国際的に

は独占かあるいは相手国も複数の競争関係にある港湾が存在するとして，寡

占状態にあるといえる。独占あるいは寡占状態では，価格政策がとれる。 当

該国の輸出については低いサービス価格を，輸入については高いサービス価

格を適用する乙とができる。逆の場合をとって，輸入についてはサービス価

格を下げ，商品の導入を図かるという乙ともできる。ただし自由貿易主義を

基調とする世界資本主義の国家間の均衡が，乙うした非関税障壁を認めるか

どうかという乙とである。日本とNI E S諸国の港湾聞の関係を考えても，

港湾サービス価格は当該国の国民経済の再生産構造にふさわしい労働の強度

と労働の生産力を背景にして決定される。コンテナオペレーション・システ

ムが導入され，コンテナ機器がNI E S諸国に輸入され，活動するようにな

ってからは，労働価格になお格差があるとしても，また労働の強度や労働の

生産力が技術習熟において差があって，荷役能力にいささかの遅れがあると

しても，長期的には平準化していくものである。乙うした貿易体制のあり方

や技術水準の違いが，一時的には特別利潤の別の源泉となりえても，長期的

には，内陸で結びついている港湾と同様の結果を招くであろうと考えられる。

港湾サービス価格の低水準または引下げは，自国民の負担になり，外国の産

業資本にとっても特別利潤を提供する点では変わりはないのである。

4. 港湾の競争形態

乙の稿のまとめに当たり，港湾が競争関係にある時，港湾は自らのために

し、かなる競争方法をとるかについて考えておきたい。

Bennathan及びWaltersは，内陸輸送を利用する競争（inlandcompe-

ti tion）と積み換えによる競争（transhipment competition）を提示してい
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る。港湾の用役生産は一定と考えられがちであるが，実際lζは真実ではない

という前提に立っている。港湾と荷主とは真向から対立する。荷主は自分の

商品の移動lζとって，いす．れの港湾が有利かで選択する。船混みで滞船すれ

ば，代わりの港湾へ移って行ってしまう。

港湾サー ビス価格と内陸運賃とは結びついており，乙れは港湾の位置と内

陸運輸機関の質と関連する。また海運側の配船，寄港回数にも関連する。後

者のような港湾にとっては，従函数のような海運事情とは別lζ，港湾の成熟

度lζよる質の差は，荷主にとっては在庫費用，商品の金利などの負担を生み，

内陸運賃の差ど乙ろではなし、。したがって港湾サー ビス価格K手をつけて

引下げても効果がない。よほど運賃負担力のない商品を除いてではあるが，

そういえるであろう。内陸運輸機関の改善は，むしろ成熟度の高い港湾への

商品集中を促進する要因にさえなってしまうのである。

マレーシアのケラン港とシンガポーノレの港湾との競争で，マレーシアは自

港の利用を促がすため，ケラン港の港湾料金を低くし，国境での手続を複雑

lζ，シンガポール向けの鉄道運賃は高く，ケラン港行の運賃は低くして対抗

した（ 14）。自国港湾の保護のための費用は，結局自国民が負担するという教

訓である。

一番目の積換え競争は，Transhipmentport聞の競争として出現する。日

本と韓国，台湾，香港などの港湾問の競争を考えればよい。乙れは Benna-

thanらが推計したように，積換えの競争力は港の規模，相手仕向港との距離．

船の大きさによるよりも，積換え費用，なかんずく荷役料lζ依存していると

認めざるをえなかった（ 15）。コンテナ港における積み換え，いわゆるフィダ

ー業務にかかわる競争関係では，オペレーションの質の差とそれぞれのサー

ビス価格Kついて管理者の関心が極めて高いといわれるのも，在来船からコ

ンテナ船lζ変わっても，貨物の流れにおいて，またその流れを促進する上で

なんら本質的な変化はなかった乙とを表わすものである。積み換えと保税保

管を収入lζ当てようとする時．荷役料などは通常の輸出入商品に適用する料

率を引下げ，自国貿易とは関係なく，積み換えを促進する方法がとられてい

る。乙の料率の低さはシンガポーノレ港の場合で、は，通常より43～5296レスと
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いわれる（16) 0 

港湾は国の内外の産業資本にとって，特別利潤あるいは超過利潤を生む場

である乙とが明瞭になった乙とと思われる。それは多かれ少なかれ，自国民

の負担においてであり，また運輸労働lζ従事する者の犠中｜ーにおいてである。
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